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１．イントロダクション 

背景。政府財政危機は近年まで途上国の病とされてきた。しかし、2008 年のリーマンショック以後

のこの５年の間に、財政危機は先進国最大の問題の一つと呼ばれるようになった。現在、ギリシャに代表

されるＰＩＩＧＳが最も深刻な問題を抱えていると言われるが、日本政府はそれらよりも大きな負債即ち

ＧＤＰの 2 倍以上という巨額負債を抱えており、日本は最大の財政問題を抱える国となっている。この財

政危機の結果、現在先進国では、米国・ＯＥＣＤ・欧州連合（ＥＵ）などの国や地域機関などを中心とし

て、政府あるいは行政府が提出する予算案に対し、それらが公的債務と財政赤字を増加させないために、

いろいろな政策（例えば予算上限法）づくりや制度（例えば議会予算分析局）づくりが行われている。さ

らにＩＭＦや世界銀行などの国際機関もそれを推進しようとしている。これら対策の中の重要な一つが“独

立機関による政府予算案の事前分析”の制度である。これら独立機関は現在では一般に、独立財政機関

（Independent Fiscal Institutions, 以後ＩＦＩ(s)）と呼ばれている。即ち予算を含む財政を分析対象と

した独立機関である。本評価学会で検討を継続している「国会の予算審議・予算評価に関する提言書（案）」

もこのＩＦＩを国会 1 の中に設置することを提言している。そして現在世界では、いろいろな形のＩＦＩ

ｓが設立され、又準備されつつある。この小論の目的は、これらＩＦＩｓの内どのようなＩＦＩが最も望

ましいかを検討することである。そのために、先ずそれらＩＦＩｓを類型化し、活動内容を特定し、それ

らを評価する評価基準を検討することを目的としている。小論の方法：文献調査とその考察という方法を

用いる。 

２．独立財政機関とは何か 

定義。ＩＦＩは新しい概念・制度・組織であり、一般に合意された定義は未だ出来上がっていない。

各組織・研究者がそれぞれに定義している状況である。名称だけから見てもいろいろあり、例えば

parliamentary budget office （ＰＢＯ，国会予算局）、congressional budget office（ＣＢＯ，議会予算局）

office for budget responsibility（ＯＢＲ，予算責任局）、fiscal council （ＦＣ，財政協議会）、などと呼ば

れている。2 

目的。このように定義が不明確な場合でも、上記背景から判るように、ＩＦＩの目的は比較的明確

に定義できる。通常以下の３目的が提言されており、3 この小論もこれらを採用する。第 1 には財政規律

の維持、即ち政府負債（中央銀行負債ではない）を持続可能なレベルに維持するために、財政赤字が増加

しないようにし、そのために財政規律の維持を目的とする。しかも、この目的を、事後的にではなく、事

前に政策形成過程で達成しようとする。4 第 2 には立法府支援、即ちＩＦＩがどこに所属しようとも立法

府を支援することを目的としている。そのためにどうしても必要とされる目的として、第 3 には透明性、

                                                   

 連絡先：〒487-0017 愛知県春日井市高座台 2-2-1-101-1007,  EM: htueno@nifty.com 

1 この小論では、国会と立法府と議会という用語は同じものとして、互換性をもって使用している。主として“立

法府”を用語として用いているが、文脈上国会や議会が適切な場合はそれらを使用している。 
2 OECD (2011, p.3). 
3 OECD (2011, p.17). 
4 OECD(2011, p.3) 
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即ち財政の透明性の維持とアカウンタビリティー（accountability、信任結果責任 5）の達成を目的として

いる。この第３の目的の理由は、財政情報とその分析に関するあらゆる情報を国会と市民とマスメディア

へ提供し、その結果として政府・国会自身がアカウンタビリティーを果たし、また“情報を得た市民

（informed citizen）”が財政を理解し、それに基づき政府・国会へプレッシャーをかけることにより政府・

国会のアカウンタビリティーを達成する、ことである。6 

基本的な機能・特性からの定義。むしろ基本的な機能と特性から、ＩＦＩに関するある程度の合意・

定義を引き出すことができる。即ち上記背景からも判るように、ＯＥＣＤは、ＩＦＩは以下のような機能

と特性を持つ機関と定義している：（１）政府から提言された予算案、全体的な財政政策、財政業績を分析

し、上記目的に沿うように財政の監視を行う（fiscal watchdog or technical oversight function）機能、（２）

会計検査院（公的財政の会計監査機関）のように事後的に財政支出を精査するのではなく、事前に予算即

ち歳入と歳出、そしてその背景となるマクロ経済を分析する機能、（３）公的資金（政府資金）により運営

される常設機関であるという特性、しかし（４）政府（内閣・財務省を含む行政府）にも、国会（立法府）

にも、民間団体（企業、利益団体、ＮＧＯ）にも影響されない独立・客観的な機関であり、特に非党派

（non-partisan）であることが、上記目的から要求されるという特性、（５）その独立性は通常、法律によ

り保護（statutory authority）されているという特性、である。7 更に、（６）権限としては、決定権を持

たず、その結果として法的拘束力による強制力を持たず、8 単に情報提供による“説得”によって影響力

を得るという特性を持つ機関であると定義できる。9 

３．ＩＦＩの主な活動内容 

勿論、目的・機能は上記のとおり大略一致しているが、いろいろな組織がそれぞれのＩＦＩの活動

内容を提言している。それらを表１にまとめた。以下に表 1 の各項目を簡単に説明する。 

   法令順守（compliance）とは、OECD (2011, pp.3,5）によれば、既に規定されている財政ルール（fiscal 

rules）または財政上限を順守しているかどうかを監視する活動を意味する。ＣＢＯの活動内容には、この

言葉はなく、意図的に避けていると思われる。IMF(2013, Executive Summary, pp.21-4, 44)は、財政ルー

ルと財政協議会（fiscal council, FC）との相乗効果を強調している。即ち、財政ルール10 が存在し、FC

がそのルール順守の監視をするならば（ibid, Table4）、財政持続性への貢献が高まると主張している。 

   マクロ経済の予測と評価（macro evaluation and forecasting）とは、OECD によれば、財政収入と

支出の予測根拠であるマクロ経済と人口動態を、政策変更なしと仮定して、短期（1 年）・中期（典型的に

は３～5 年）・長期（10~30~50 年、提言組織により異なり、人口動態や自然環境の変化を加えると最大 50

年程度）に渡って予測し、評価する活動を意味する。11 通常、これを baseline（基準）経済予測と呼んで

いる。CBO の場合も、既存の法律を前提とした、予測をさす（Steuerle and Rennane, 2010, p.3 Table1, p.24 

Appendix A）。長期にわたる予測は当然誤差が大きくなるので、毎年この予測を変更する。IMF(2013, p.44, 

Table4)は、偏らないマクロ予測、リスクやコストの過小評価・楽観的な成長予測・誤った予算制約認識・

データ不足などがない予測、等の活動を意味している。 

財政の予測と評価（fiscal evaluation and forecasting）とは、OECD (2011, p.5)によれば、上記マ

クロ予測を基礎として、政策の無変更を仮定して、財政収入と支出を予測する活動を意味する。通常これ 

                                                   
5 Accountabilityは通常、説明責任と訳されているが誤訳と思われるので、小論では信任結果責任と訳してある。 
6 OECD (2012, p.2). 
7 OECD (2012, p.2). OECD(2011, p.4). 
8 OECD (2011, p.3)。 この文献は、ＩＦＩに決定権・強制力を待たせない理由として、国家財政政策の承認・

決定は民主主義制度に従って選ばれた立法府の責任であり、それを国民から選ばれていない独立機関（ＩＦＩ）

に委託するわけにはいかない、と述べている。正当な議論と思われる。一方で、金融政策は、物価安定と景気制

御という単純な目的だけに絞られているので、政府との適切な契約のもとで、中央銀行・連邦公開市場委員会な

どという選挙で選ばれていない独立機関へ委託されている（OECD, 2011, pp.3-4)。 
9 OECD(2013, p.8). 
10 例えば、1997 年に欧州連合（ＥＵ）加盟国によって採択された安定成長協定（Stability and Growth Pact）

は、各加盟国は毎年の財政赤字をＧＤＰの３％以下にせねばならないと規定している。実際には、守られてこな

かった。何故なら、ＩＦＩに当たる監視機関がなく、更に 3%上限を無視した場合の罰則規定が無かったため。 
11 基本的には、（OECD 2011, p.5）による。但し、短期・中期・長期の具体的な時間の長さ（年）については、

その意味をより明確にするために、種々の文献に基づき筆者が追加した。 
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  表１ ＩＦＩの主な活動内容 

活動内容（以下） OECD１ CBO２ IMF３ EU４ 

1.法令順守の監視 ○  ○ ○ 

2.マクロ経済の予

測と評価 

○ ○ ○ ○ 

3.財政収入と支出

の予測と評価 

○ ○ ○  

4.政府予算案の独

立した分析 

○12 ○ ○  

5.政府負債の持続

可能性の審査 

○  ○  

6.政策の財政費用

予測 

○ ○ ○  

7.立法府からの要

請への対応 

 ○ ○  

8.助言 ○ しない。 積極的に助言すべ

し 

積極的に助言すべ

し 

9.選挙民への透明

性 

  ○  

出典：それぞれの文献（脚注参照）から、筆者作成。 

注 1. 出典：OECD(2011, p.5, Table1). 

2. 米国の議会予算局（Congressional Budget Office, CBO）の活動内容。法的に定められた活動内容の出典は

Steuerle and Rennane (2010, p.3 Table1, p.24 AppendixA)による。又、片山（2013）も参照した。 

3. IMF(2013, Executive Summary, pp.41-50)。 ＩＭＦは、財政協議会は提言までもすべきだあると、積極的で

ある。 

4. IMF(2013, p.44)の Box2. EU requirements for “Independent Bodies”。 これは、独立組織（independent 

bodies）という用語で、IMF(2013)よりもさらに広範囲の組織の活動について規定しており、その結果規定の内

容はあまり明快ではない。欧州委員会（ＥＣ）は 2010 年 5 月 12 日に、より具体的で厳しい、各加盟国財政の

事前査定（assessment）案を提言し、9 月 7 日の財務相理事会で、2011 年から実施することを決定した（日本

経済新聞 2010 年 9 月 8 日）。これは、ＥＵ共通の財政ルールをふくむ安定・成長協定に沿って、財政赤字を着

実に削減するように監視を強める意図がある。事前評価は、ＥＵ各国が財政赤字をそのＧＤＰの 3%以下に削減

する道筋を示す安定・収斂計画を対象にする。各国は毎年 4 月に同計画をＥＵに提出し、6~7 月にＥＵ首脳会議

と財務相理事会が国別に評価し政策方針を出し、各国の翌年の予算編成に反映させる（日本経済新聞）。 

 

 

を baseline（基準）財政予測と呼んでいる。CBO についても、現在既存の法律を前提とした財政収入と支

出の予測 13であり（Steuerle and Rennane, 2010, p.3 Table1, p.24 Appendix A）、従って政府提言の予算

案は考慮されていない（片山 2003, pp.19-20）。予算案の分析は次の活動で行う。IMF(2013, p.43, Table4)

は、偏らない財政予測、既存の政策の短期・中期の影響予測、をすべしとしている。 

   政府予算案の独立した分析とは、政府予算案と、財政に関わる立法府提言案とについて、それらの

成立前に、分析（analysis）と査定（assessment） 14 をすること、とＯＥＣＤ(2011, pp.3,5)は説明して

いる。ここでは当然、政府予算案および財政に関わる立法府提言案に関して、その将来帰結をマクロ経済

                                                   
12 出典：OECD(2011, pp.3,5). 
13 予測期間は CBO 2010 p.1 によれば 10 年、片山によれば 10 年、Steuerle and Rennane, 2010 によれば 5 年。

当然ＣＢＯが正しく、1 年であろう。 
14 同文献では、将来に関わる診断的仕事（forward-looking diagnostic task）という用語も使用されている。 
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と財政（歳入、歳出）について予測することにより、baseline 予測と比較することを行う。CBO について

は、大統領（政府の長）が提言する予算案（budget request）に基づき、その政府予算案とは独立に財政

についての収入・支出・負債を予測し、その結果を議会（立法府）へ提出する活動を意味する。この予測

は、政府の予測とは独立であることが要請されている（Steuerle and Rennane, 2010, p.3 Table1, p.24 

Appendix A）。ＣＢＯの中には、査定（assessment）という言葉は存在しない。IMF(2013, p.43, Table4)

は、政府予算の査定、を行うことを意味している。 

   負債の長期持続可能性の審査（sustainability）とは、字義通り、長期において（人口動態・環境変

化も含めれば 30~50 年）政府負債が持続可能かどうかを評価する活動（assessment of long-term debt 

sustainability）を意味する。15 IMF(2013, p.43 Table4,p.45)は、適切な分析、世代間の公正性への考察、

財政リスクの適切な認識などを要求しており、更には、財政上の提言もすべきと主張している。 

   費用予測（costing）とは、OECD によれば、立法府提言による政策（legislative proposals）が、

どのくらい費用がかかるかを、その政策期間にわたって予測し、財政収入と支出へどのような影響を与え

るかを予測する活動を意味する。16 CBO についても同様である。政府提言の政策は既に政府予算案のなか

に含まれているので、上記の“政府予算案の独立した分析”の処で、政府予測とは独立に費用予測がなさ

れている。CBO は、立法府で提言される予算決議案についても費用予測を行う。17 IMF(2013, p.43, Table4)

も、財政関連政策の費用予測をすべし、としている。 

   立法府からの要請への対応とは、CBO についてみれば、立法府の委員会からの要請に基づいてなさ

れる分析・予測その他の活動を指す（片山 2003, pp.18-9）。CBO は、第 1 に両院の予算委員会 18 からの

要請に答え、第 2 に両院の歳出委員会 19 、下院の歳入委員会 20 と上院の財政委員会 21 に答え、第 3 に

その他全ての委員会に答える（片山 2003, pp.18-9 および Steuerle and Rennane 2010 p.6）。法的に定め

られた活動以外では、第 1 には立法府の各種委員会からの要請に基づく報告書（reports and issues briefs）

提出と証言（testimony）、第 2 には議員諸個人の提案法案のコスト推計・分析や議員個人からの要請・質

問に対する答え（letters）を行う。しかし、第 1 の委員会からの要請が優先され、第 2 の議員個人へのサ

ービスはＣＢＯの人と予算が許す範囲内に限られる（片山 2003, pp.19）。IMF(2013, p.43, Table4)は、立

法府へ十分な情報を提供すべし、としている。 

   助言（advisory）とは、OECD によれば、以上に基づき政策助言を作成・提言する活動を意味する

（OECD 2011, p.5）。CBO は、助言はしない。しかし、異なった立法府提言やそれ以外の選択肢の評価

（evaluation）は行う（CBO 2012）。ＩＭＦやＯＥＣＤは積極的に助言を行うべしと主張している。 

   選挙民への透明性。これは、IMF(2013, p.43, Table4)だけが、財政協議会の活動内容として挙げて

いる。選挙民へ、中長期の財政持続可能性の査定、予測される財政問題、持続不可能な政策の場合に将来

起こる損害、中期財政安定までの過渡期に起こる負担、等についての偏向の無い情報を十分提供し、財政

問題への市民の意識を高める活動をすべきであるとしている。 

４．既存の独立財政機関とその所属による類型化 

   設置例。ＩＦＩｓは、近年の政府負債の巨大化に伴い、一部の国を除いて２０００年ごろから設立

されるようになった新しい機関である。古い順に代表的なＩＦＩを挙げると以下となる  22：米国の

Congressional Budget Office（議会予算局、1975）、オランダの Central Planning Bureau（1945 年に設

立されたが、財政持続性に関する機能付託は 1986 年）、ベルギーの High Council of Finance（1989）、韓

                                                   
15 出典：基本的には（OECD 2011, p.5）による。但し、“長期”の記述は、種々の文献に基づき筆者が追加した。 
16 出典：基本的には（OECD 2011, p.5）による。但し、期間の記述と財政への影響予測は、種々の文献に基づ

き筆者が追加した。 
17 Steuerle and Rennane (2010, p.6)。 
18 1974 年議会予算法により設置、予算の大枠を決める予算決議を起草することが役割（片山 2003, pp.18-9、但

し 1974 年は A. Schick に基づき筆者追加）。 
19 「ほぼ省庁別に対応した 13 の小委員会を持ち、実際の歳出を認める 13 の歳出予算法を作成する」（片山 2003, 

pp.18-9）。 
20 Committee on Ways and Means (Steuerle and Rennane 2010 p.6）。 
21 Senate Finance Committee (Steuerle and Rennane 2010 p.6）。 
22 OECD (2011, p.5）。 
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国の National Assembly Budget Office (2003）、スウェーデンの Fiscal Policy Council（2007）、カナダの

Parliamentary Budget Office（2008）、ハンガリーの Fiscal Council（2009、しかし 2010 年に予算を失

い有名無実となった）、英国の Office for Budget Responsibility（2010）等である。 

類型化。類型化は定まっていない。しかし通常は、その所属によって分類さる。ＩＭＦは、既存 Fiscal 

Councils (FCs) 23 として２９カ国の２９機関を挙げ、それらを型（type）として、以下のように所属によ

り分類している：（１）立法府に所属するもの（典型的には Parliamentary Budget OfficeＰＢＯと呼ばれ

る；米国・韓国・カナダを含む９カ国）、（２）行政府に所属するもの（典型的にはＦＣと呼ばれる；オラ

ンダ・ベルギー・英国を含む９カ国）、（３）どこにも属さない完全独立機関（これらもＦＣと呼ばれる；

スウェーデン・ドイツ・ハンガリーを含む８カ国）、（４）会計監査機関に所属するもの（フランスを含む

２カ国）、及び（５）中央銀行に所属するもの（オーストリア１カ国）、である。24 

５．評価基準 

評価基準は“ＩＦＩが成功するための諸条件”として定義する。これら諸条件は既にいくつか提言

されている。これらは、当然のことではあるが相互に類似した提言が多いので、類似関係をなるべく比較

可能な形で、以下の表２にまとめた。 

６．独立財政機関を必要とする理由とそれによる評価基準のおおまかな順位付け 

   ＩＦＩを必要とする理由の再説。理由は上記で明らかのように、先進国でこの２０年ほどで顕著に

なってきた財政の赤字拡大と巨大かつ増加しつつある政府負債という現象である。この問題が発生した主

な原因は三つある。第１には国家予算案を作成する政府（内閣と行政府）がアカウンタビリティー（信任

結果責任）を果たしていないという原因がある。第２には、その一方で予算を最終的に承認・決定する立

法府がポピュリズムに陥りむしろ税率削減と歳出拡大を主張するという原因がある。25 第３には、民主主

義制度自体の問題としての一般的原因がある：即ち、現世代が自分の消費のために積み上げた政府借金を、

現時点で民主主義制度に参加できず投票権もない次世代（子・孫の世代）に返済させるという問題である。

これは、現世代が次世代に対して責任を取らないことを意味する。26 これを一般化し、Steuerle and 

Rennane (2010, p.2)は、財政民主主義制度の衰退（decline）と呼んでいる。 

コミットメント。アカウンタビリティーの欠如とポピュリズムの存在の認識が、財政に関わる政府

と立法府に対して、更にその後ろにいる政権と政党に対して、財政の持続性達成へのコミットメントを要

求する。政府および立法府からのコミットメントなくして、ＩＦＩは成功しない。又、制度として次世代

の負担を現世代と対等に考察する制度無くして、ＩＦＩは成功しない。そして、政府および立法府のコミ

ットメントなしには制度変更できない。即ち、評価基準の第 1 は、政府および立法府からの、持続性達成

と次世代への責任へのコミットメントがあること、その達成手段の一つとしてのＩＦＩへのコミットメン

トがあること、である。 

独立性・非党派性。政治的に、特に政府・与党および立法府・各党派の議員からのコミットメント

を得るためには、第２の評価基準として独立性、即ち独立に非党派的に偏見なく財政を分析することが要

求される。これは、政治家・政党・政府・国会・行政・司法からの独立、そしてもちろん民間利益団体・

企業・市民団体等からの独立を意味している。更に、現世代の利害からも独立して、次世代の利害も分析

することが要求される。そして、経験的に、独立性の中で最も重要なものが非党派性・非政治性である。

これらの独立性と非党派性によって、異なった利益団体からのコミットメントを得ることができる。組織

的な独立に関して、IMF(2013, p. 48)は、立法府にも行政府にも所属しない、完全に独立な組織が望まし 

                                                   
23 ここでのＦＣの定義はＩＭＦ(2013, p.13, Box1)の定義である。これは、上記のこの小論の定義とは異なり、

より広範囲な定義である。 
24 ＩＭＦ(2013, p.13, Box1)。 
25 途上国においては、これらに加えてあるいはこれら以上に、搾取的政府・汚職といった問題・原因があるが、

この小論では触れない。 
26 これは、政治からみれば、現政府・現国会議員にとっては、現在では次の選挙への影響が重要であり、子・孫

のことは次の政府・次の国会議員の問題であり自分は責任はない、という考え方から発生する。同様に、行政府

とその役人にとっても、子・孫の負担のことは自分の責任ではなく、次の担当役人の責任である、という考え方

がある。 
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表２ IFI が成功するための諸条件=IFIの評価基準 

OECD1 IMF２ Hemming=Joyce３ Steuerle=Rennane４ Anderson５ 

1a.政治的なオーナー

シ ッ プ (local 

ownership) 

 

 

 

 

 

A.強固な公共

財政経営シス

テムが整備さ

れている事が

望ましい 

1.政治的な支援の

コミットメント

(political 

support) 

2.政治による財政

政策に関わる環境

条件整備（fiscal 

rule, fiscal 

transparency 等） 

  

1b.その国のコンテク

ストへの適応性 

 

 

    

2.独立性と非党派性

(independence and 

non-partisanship) 

1.政治からの

厳格な独立性

(independence 

from 

politics) 

 1.非党派性

（nonpartisanship） 

3.準独立性(quasi- 

independence)６ 

1.非党派性と 2.独立

性 (nonpartisan, 

independent) 

3.担当活動について

の明確・具体的な法的

根拠（文書）があるこ

と(mandate) 

C.政治的介入

に対する確固

とした法的な

保証 

3.役割についての

正式な指示(formal 

mandate specifying 

the scope and 

limits) 

4.明確な法的バッ

クアップ(clear 

legal backing) 

 5.主な活動について

の法的な規定、即ち外

部圧力に対する法的

保護規定、の存在 

4.IFI の活動に見合

っ た 財 政 措 置

(resources)があるこ

と 

    

 B.実証的、厳密

な、専門的な仕

事 

 

 2.信頼性・客観性

(credibility) 

2.客観性(objective) 

  5.十分高い専門性

を持ったスタッフ

(technically 

qualified staff) 

4.分析・予測能力

(analytical plus 

estimating 

capability) 

3.分析的(analytic)

能力 

5.立法府に対するア

カウンタビリティー

(relationship with 

the legislature) 

   7.基本的に、立法府の

議員個人ではなく、委

員会・小委員へサービ

スすること 

6.政府情報へのアク

セスの保証 (access 

A.信頼できる

統計と統計シ

 5.多種の情報源と競

争的情報発信
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to information) ステムがある

ことが望まし

い 

(competitive 

sources of 

information) 

7.透明性

(transparency) 

   4.方法・モデル・デー

タも全て公開による

透明性の確保 

8.効果的な発信・交

流、特にメディアと

(communications) 

2.効果的なコ

ミュニケーシ

ョン戦略

(effective 

communication 

strategy) 

  8.誰にでも会うが、常

に公正を旨とし、その

反対派の意見も聴取

し、バランスをとるこ

と。公正に見えるよう

に行動すること７ 

9.自身の活動への外

部事後評価メカニズ

ムの構築と存在

(external 

evaluation) 

E.自身の活動

へのアカウン

タビリティー

を持つこと 

6.自身の活動への

アカウンタビリテ

ィーを持つこと 

(accountability) 

  

    6.提言・助言を避ける

こと 

    9.舞台の表に出ない

こと。裏に、控え目に

存在すること 

出典：それぞれの出典から筆者が表化した。表の各セルへの分類配置は筆者。1～9 の番号は、各提言内での優

先順位で、この優先順位は各文献の全体の流れから筆者が判断した。 

注 1. OECD(2013, pp.5-8)。 ＯＥＣＤは、これらをＩＦＩs の諸原則（principles）と呼んでいるが、内容は“成

功するための諸条件”と同じである。 

2. IMF(2013, Executive Summary, pp. 41-50)。 但しこの文献は問題がある。即ち、この文献は、ＩＦＩを非

常に広い意味でのＦＣと定義して、予算の事前分析を担当する国会予算局と共に、予算の執行を監視するＦＣや、

予算を事後的に評価する会計監査局までも含めてしまっている点が問題である。従って、表 2 では、これらの内

で予算の事前分析に関わる部分のみを抽出している。この列の中のＡ～Ｅは、pp.41-50 で使用されている記号。 

3. Hemming and Joyce (2013, pp.211-6)。 

4. Steuerle and Rennane (2010, pp.7-14)。 

5. Anderson (2008, pp.5-10)。 

6. ＣＢＯで代表されるＩＦＩの存在意義は、立法府へ財政情報のサービスを提供することである。従って、そ

の活動において完全な独立性を持っているのではなく、立法府からの分析要請に従わねばならないし、ＩＦＩの

死活は立法府からのニーズがあるかないかにかかっている。この意味で、完全な独立ではなく、準独立であると

Steuerle and Rennane (2010, p.11)は述べている。勿論、予測・分析値（利点と欠点の数値）を変更することは

あり得ない。そのようなことをすることは、ＩＦＩの根幹たる独立性を損ねてしまう（ibid, pp.10-1）。 

7. これは、コミュニケーションにおける公正性（fairness）、普遍不党性(impartiality)と解釈できる。 

 

 

いとしている。 

   第３以降の評価基準は、第 1・第 2 評価基準を具体化したものとして捉える事ができる。第 1 評価

基準コミットメントは、基本的にはＩＦＩの設立・存在を可能にする基準であり、第 2 評価基準は、ＩＦ

Ｉ自体が備えるべき成功の条件である。第 1 評価基準、即ち政府コミットメントの具体化としては、（１）

コンテクストへの適応性、（２）法的な根拠・保護、（３）財政措置、（４）政府情報へのアクセス、（５）
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財政政策に関わる環境条件整備、を挙げることができる。第 2 評価基準即ち独立・非党派性の具体化とし

ては、（１）信頼性・客観性、（２）透明性、（３）立法府に対するアカウンタビリティー、（４）ＩＦＩ自

身の活動についてのアカウンタビリティー、（５）提言・助言を避けること、（６）舞台の表に出ないこと、

を挙げることができる。以下で簡単に説明する。 

   コンテクストへの適応性。ＩＦＩがその国の政治・経済・社会・文化に適切に適応していなければ、

その活動を適切に行うことができないし、時にはＩＦＩの存在そのものが否定される。適応失敗の典型例

が、ハンガリーのＦＣ（財政協議会）である。ＩＦＩ設立後の選挙で与党となった元野党の新しい政府と

国会は財政放漫と信頼性のない政策を採用しＩＦＩからの批判を嫌い、設立２年後にＩＦＩ予算を殆どゼ

ロにしてしまった。多分この例ゆえに、ＯＥＣＤは、コンテクストへの適応性を第 1 の評価基準として挙

げていると思われる。この評価基準を挙げているのは、表２の中ではＯＥＣＤだけである。 

   法的な根拠・保護。ＯＥＣＤは、担当活動についての明確・具体的な法的根拠（文書）があること

を要求している。IMF(2013, pp. 45-47)は法的に、政治家その他からの内容指示や人事への介入などに対し

ＩＦＩを保護し、情報入手の権利を保護し、一般市民へコミュニケートすることの保護、などとしている。 

   財政措置。IMF(2013, pp. 46)は、ＩＦＩに与えられて任務を遂行するに適切な、かつ予測可能な安

定した財政措置が必要である、としている。 

   政府情報へのアクセス。ＯＥＣＤは、情報を持つ政府とＩＦＩの間には常に情報の非対称性がある

ので、法的に情報へのアクセスを保証せねばならないとしている。法的に確保せねば、ＩＦＩはまともな

活動ができなくなる。 

   財政政策に関わる環境条件整備。ＩＭＦが最も重視しているのが、財政ルールの存在である。 

   信頼性・客観性。ここからは、独立性・非党派性の具体化のための評価基準である。独立性と非党

派性は、先ずＩＦＩの信頼性を必要とする。上記のようにお互いに対立もある利害団体から信頼されねば、

ＩＦＩは成立しないし、成功もしない。そして、信頼をかちうるためには、ＩＦＩは高いレベルの客観性・

科学性を持たねばならない。客観性・科学性が信頼性を保証する。これらを持たねば、各種の利害団体か

らの批判・要求に耐えられず、影響され左右されてしまう。そのためには、ＩＦＩは十分高い専門性を持

ったスタッフを持ち、高い分析・予測能力を持ち、どのような批判・要求にもこたえられるような能力を

持たねばならない。 

   透明性と良好なコミュニケーション。各種の利害団体から信頼を得るには、ＩＦＩは信頼性・客観

性と同時に透明性を確保せねばならない。更に、効果的な発信・交流、特にメディアとのコミュニケーシ

ョンが大切である。分析・予測の方法、モデル、データその他全てを公開し、利害団体からの批判にさら

し、それらに答えられねばならない。そして、各種利益団体と良好なコミュニケーションを保つ必要があ

る。更に、主権者である国民の支持を得るためには、国民・マスメディアに対して全てを公開し透明性を

保つ必要がある。利害団体からの批判に曝された場合に、最終的には国民・市民の支持があって初めて独

立性を維持できる。そのためにはやはり、国民・マスメディアと良好なコミュニケーションを保つ必要が

ある。 

   立法府に対するアカウンタビリティー。上記のＩＦＩの目的の処で述べたように、ＩＦＩの目的は

立法府に対して、財政に関わる情報サービスを提供することである。即ち、ＩＦＩの存在意義は立法府へ

サービスすることにある。従って、ＩＦＩは立法府に対して、法的に定められたサービスを、適切に提供

しているかどうかにについて、立法府に対してアカウンタビリティー（信任結果責任）を負っている。 

   ＩＦＩ自身の活動についてのアカウンタビリティー。OECD(2013, pp.5-8)も、IMF(2013, p.49)も、

ＩＦＩ自身の活動への外部事後評価メカニズムが構築され、存在し、定期的に独立機関による評価が為さ

れ、ＩＦＩの効果的・効率的活動を推進すべきである、としている。 

   提言・助言を避けること。何故なら、予算へ影響を与える政策案や予算の承認・決定は立法府とそ

の議員の権限であり、ＩＦＩから提言あるいは助言を受けると、彼等は予算に関わる彼らの権限を侵害さ

れたと思い、ＩＦＩを敵視するようになる。更に、ある提言あるいは助言は、利害団体Ａへ利益をもたら

し、別な利害団体Ｂには損失をもたらすことはしばしば起こる。結果として、ＩＦＩが利益団体Ａを支持

することになり、批判を受ける。 

＜＜参考文献リストは、学会当日に配布する予定＞＞ 
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